
広報おおいそ　平成24年 3月 12

　昨年４月の森林法改正により、今年４月以降、
森林の土地の所有者となった方は市町村長への事
後届出が義務付けられました。
▶届出対象者　個人・法人を問わず、売買や相続
等により森林の土地を新たに取得した方は、面
積に関わらず届出をしなければなりません。
▶届出期間　土地の所有者となった日から 90 日
以内に、取得した土地のある市町村の長に届出
をしてください。

◎問い合わせ　・環境経済課　☎内線 263
　・湘南地域県政総合センター森林課　☎（22）2711

森林の所有者届出制度が
４月からスタート！！

氏　名

〈退職〉

田仲　曜 スポーツ健康課医幹（任期付）

◎問い合わせ　総務課　内線 210　

（平成 24 年１月 31 日付）

町職員人事異動
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自己負担限度額
（平成22年8月～平成23年7月の医療＋介護の自己負担額）

区分 70歳未満 70～74歳（国保） 75歳以上（後期）

上位所得者 126万円 67万円 67万円

一般 67万円 56万円 56万円

低所得者
Ⅱ

34万円
31万円 31万円

Ⅰ 19万円 19万円

高
額
医
療
・
高
額
介
護

合
算
療
養
費
制
度
の
お
知
ら
せ

医
療
と
介
護
の
負
担
が
高
額
と
な
っ
た
世
帯
の
方
へ

　
平
成
23
年
神
奈
川
県
広
報
コ
ン
ク
ー
ル
「
写

真
・
組
写
真
部
門
」
で
「
広
報
お
お
い
そ
」
が

佳
作
を
受
賞
し
ま
し
た
。

　
こ
の
コ
ン
ク
ー
ル
は
、
県
内
の
自
治
体
が
発

行
す
る
広
報
紙
な
ど
を
対
象
に
毎
年
実
施
さ
れ

て
い
る
も
の
で
、
受
賞
し
た
作
品
は
「
広
報
お

お
い
そ
」
平
成
23
年
９
月
号
の
表
紙
写
真
で
大

磯
三
斎
市
を
撮
影
し
た
も
の
で
す
。

今
後
も
町
民
の
み
な
さ
ん
に
親
し
ま
れ
る
紙
面

づ
く
り
に
励
ん
で
ま
い
り
ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ
　
政
策
課
　
☎
内
線
２
０
６

▲入賞した広報おおいそ９月号

県
広
報
コ
ン
ク
ー
ル

県
広
報
コ
ン
ク
ー
ル

県
広
報
コ
ン
ク
ー
ル

町
広
報

入
賞


